
公 欠 届（医歯学系）  

（西暦）     年   月   日 

  東京科学大学長  殿  

 

                                                学部     科    第  学年 

                                                 （               専攻）  

学籍番号         

 

                                          氏  名               （自署） 
 
 東京科学大学における公欠の制度に関する要項の規程（以下、「公欠制度要項」という。）によ
り下記の事由により公欠届を届出ますので適用いただけますようお願い申し上げます。  

 

記 

 

１．届出をする公欠適用希望期間   自（西暦）      年  月  日 

 

                          至（西暦）      年  月  日 

 

２．事由（事由に応じて裏面に記載のされた必要書類を添付すること） 

□ 学 校 保 健 安 全 法 施 行 規 則 第 18 条 に 規 定 す る 感 染 症 に 罹 患 し た 又 は 感 染 し て い る お

そ れ が あ る た め  

  （ 感 染 症 名 ：                           ）  

 □ 親 族 （ 配 偶 者 お よ び 2 親 等 以 内 の 者 ） が 死 亡 し た た め  

 □ 裁 判 員 制 度 に よ る 裁 判 員 若 し く は 裁 判 員 候 補 者 又 は 検 察 審 査 員 も し く は 補 充 員 に

選 任 さ れ た た め  

 □ 被 災 等 に よ り 通 学 が 困 難 と 学 長 が 認 め た た め  

 □ そ の 他 （ 以 下 に 詳 細 を 記 載 ） ※ 大 学 の 定 め る 「 登 校 を 控 え る 症 状 ・ 状 況 」 を 含 む  

 

                                              
 

                                              
※ 「 そ の 他 」 の 事 由 に よ る 届 出 に つ い て は 、 公 制 度 要 項 第 ８ 条 第 ２ 項 の 適 用 を 想 定 し て い る 。  

 

３．公欠適用希望科目と適用希望期間  
科目名  適用希望期間   科目名  適用希望期間  
 
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

 
 

 
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

 
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

 
 

 
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

 
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

  
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

 
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

  
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

 
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

  
 

自：     年   月   日  
至：     年   月   日  

※行が足りない場合は適宜別紙を作成・添付すること。  
※試験日の公欠適用を希望する場合は科目名の前に「（試験）」と記載を行うこと。この場合においては別途、試験申請書を用いて原則本

試験終了後５日以内に追試験の実施を申請すること。  



【参考】公欠事由と必要添付書類及び届出時期  
 
公欠事由  公欠として認められる期間の目安  必要添付書類  届出時期の目安  

(1) 学校保健安全法施行規則（昭和

33 年 6 月 13 日文部省令第 18 号。以下

「施行規則」という。）第 18 条に規定

する感染症に罹患した場合、又は感

染しているおそれがある場合  

施行規則第 19 条に規定する出席停止の

期間の基準のとおり（右記診断書等に記載

されている出席停止の期間のとおり）  

診断書等  公欠事由該当期間終了後

１週間以内  

(2) 親族（配偶者及び 2 親等以内の親

族に限る。以下同じ。）が死亡した場

合  

配偶者及び 1 親等

（父母・子）   

連続する 7 日以内

（休日を含む。）  

会葬礼状等  公欠事由該当期間終了後

１週間以内  

2 親等（祖父母・兄

弟・姉妹・孫）  

連続する３日以内

（休日を含む。）   

(3) 裁判員制度による裁判員若しく

は裁判員候補者又は検察審査会制度

による検察審査員若しくは補充員に

選任された場合  

裁判所または検察審査会事務局からの通

知書その他事実が確認できる書類に記載

のある期間   

裁判所又は検察審査会か

らの通知書等  

書類到着後から公欠事由

期間開始前まで  

(4) 被災等により通学が困難と学長

が認めた場合  

学長が必要と認めた期間  罹災証明書等  公欠事由発生後、相当の

期間内  

※「（１）学校保健安全法施行規則第 18 号第 18 条に規定する感染症に罹患した場合、又は各学科  
／専攻が指定する病院内実習を履修している者が規定する感染症に罹患しているおそれがある  
場合、届け出時に必須書類として下記を診断書相当添付書類として取り扱うことも可能です。  

・東京科学大学保健管理センター【医歯学系用】学校感染症治癒証明書  Medical certificate of School 
 Infectious Disease 2026.4～（主治医による記入済のもの）  

・（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザへの罹患に限り）陽性反応が示された抗原検査キ  
ット、学生証、日時が分かるものが 1 枚の画像に写った写真  

 
 


